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建設工事入札に係る労務費ダンピング調査の実施について（通知） 

このことについて、令和８年１月８日付け通知「法改正及び物価高騰の影響に伴う入

札・契約制度の変更点について」でお知らせしました労務費ダンピング調査について下

記のとおり実施することとしましたのでお知らせいたします。 

記 

１ 実施内容 

落札候補者が「工事費内訳書」に記載した直接工事費が、一定水準を下回った場合、

開札後に理由の確認を行います。理由の確認方法については、落札決定後の契約手続の

調整のための電話連絡時にヒアリングにより行うものとします。 

なお、合理的な回答（同様の施工実績が多く、効率が高いと想定している等）が確認

できなかった場合でも、法的に契約締結の効力が無効となることはありませんが、場合

により、建設業法４０条の４に基づく調査を行う「建設Ｇメン」への通報を行い、調査

が行われることがあります。 

 また、契約締結後は着工届とあわせて速やかに請負代金内訳書を提出してください。 

 

２ 実施方法 

（１）適用日 

令和８年２月１０日以降に音更町が発注する公共工事から当面の間 

（２）実施対象工事 

対象金額 ： 予定価格 １億５,０００万円以上 

入札方法 ： 一般競争入札 

 

３ 実施の流れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札（労務費等が内訳明示された書類の提出） 

最低制限価格との比較（工事費全体の水準確認） 

労務費ダンピング調査の実施 
（落札候補者の入札金額の内訳を確認） 

失格 

理由の確認 
別紙「理由書」の提出により確認 

契約 
（場合により建設Ｇメンへ通報） 

契約 

開札 

落札候補者のみ 最低制限価格未満 

一定水準を下回る 

合理的な回答がない等 合理的な回答 

一定水準以上 


